
1 e-Gov電子申請へアクセス

厚生労働省のホームページから、「テーマ別に探す」＞「雇用・労
働」＞「雇用」トピックス一覧＞「令和７年高年齢者・障害者雇用状
況等報告の提出について」の順にクリックし、ページ内の「電子申請
の方法（障害者）」から以下のページにアクセスします。

一般の事業主の皆様はこちらのリンクから
e-Gov電子申請にお進みください。

雇用率算定に係る特例を受けている場合のみ、
該当する特例の種類のリンクから
e-Gov電子申請にお進みください。



２ 手続き情報画面

～申請にあたって、添付するエクセルファイルの入力から行います～

○障害者雇用状況報告書のファイルをダウンロードし、パソコンの任
意の場所（デスクトップ等）に保存してください（ファイル形式は変
更せず、「＊.xlsm形式」のままにしてください。）。
毎年、申請書様式のバージョンチェックをしておりますので、昨年度
以前のファイルは使用しないでください。



２でダウンロードしたファイルを開くと次のようなセキュリティの警
告が表示されるので、｢コンテンツの有効化｣を選択します。

コンテンツを有効化したら、ファイルに報告内容を入力します。
※入力内容については、電子申請方法別利用案内欄にある｢記入方法｣をご覧
ください。
※ファイルのボタン機能については、次のページをご確認ください。

１２ ３

３ 報告書ファイル

※その他の警告メッセージが表示された場合の対処方法については、 をご確認ください。1１



Step 21 内訳欄の設定の切替

＜対象様式＞
【様式第６号】【様式第６号の２(1)】【様式第６号の３(1)】【様式第６号の４(1)】

「除外率設定あり、除外率設定なし」切替時に、
様式上の入力項目が切り替わります。

「除外率なし」選択時（合計欄のみ記入）

「除外率設定なし」へ切替

「除外率設定あり」へ切替

「除外率設定あり、除外率設定なし」切替時にクリ
アされます。

「除外率あり」選択時（内訳欄のみ記入）

次のいずれかに該当する場合は、「除外率あり」を選択してください。
①除外率が設定されている事業所がある場合
②特例子会社の認定を受けている場合
③就労継続支援事業（Ａ型）の事業所がある場合

②及び③の場合でも、「除外率設定あ
り、なし」の切替で内訳欄が表示され
ます。ご報告漏れのないようご注意く
ださい。



Step 22 ページ追加

（様式【様式第６号】、【様式第６号の２(1)】、
【様式第６号の３(1)】、【様式第６号の４(1)】は「除外率設定あり」の場合のみ有効）

「C 事業所別の内訳」の報告対象はデフォルトで11件まで報告可能です。
報告対象を追加する場合、追加するページ数を選択後、「ページ追加」ボタンを押下すること
でページ追加が可能です。

３ページ目が追加されます

例）内訳欄にて報告する
事業所数が13件の場合

→ １ページ追加する
必要があります。

１ページ追加

元々のファイルでは２ページ分
報告可能となっています。



Step 23 検査（必須）

検査終了後は、報告書ファイルをパソコンの任意の場所（デスクトップ
等）に保存してください。
ファイルを保存する際は必ず「Excelマクロ有効ブック(*.xlsm)形式」で
保存し、「xls」「xlsx」形式では保存しないでください。

検査が正常に終了した旨の確認メッセージが表示
されることを確認してください。

入力完了後、「検査」ボタンを押下して
入力チェックを行ってください。



ファイルをパソコンに保存したら、手続き情報画面に戻ります。
手続情報画面の｢申請書入力へ｣をクリックします。

４ 手続き情報画面（つづき）

e-Govログインページへ進みます。



５ e-Gov電子申請ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ起動画面

「e-Gov電子申請アプリケーションを起動」をクリックしてください。

※ e-Gov電子申請アプリケーションのインストールがお済みでない場
合は、「e-Gov電子申請アプリケーションのダウンロード」に進ん
でください。また、e-Govへのログインが初めての方は、「利用準
備の①」からアカウント登録を行ってください。



ログイン画面

e-Govアカウントでログインする場合は登録しているメールアドレス
及びパスワードを入力してください。GビズIDでログインする場合は
「GビズIDでログイン」をクリックしてください。
※ 社会保険労務士及び代理人による提出代行も可能です。
※ e-Govへのログインが初めての方は、「e-Gov電子申請トップ＞「e-Govを初めてお使いの方
へ」からアカウント登録してください。

6－1

※ e-Govへのログインが初めての方は、「e-Govトップページ」＞「e-Govを初めてお使いの方へ」からアカウント登
録してください。

e-Govアカウントでログインする場合
こちらに登録メールアドレス及びパスワードを入力しログイ
ンします。
※ 別途電子署名（有料）が必要です

GビズIDでログインする場合
「GビズIDでログイン」をクリック。

GビズIDを取得されていない場合は事前取得が必要です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
【デジタル庁HP】https://gbiz-id.go.jp/top/



ログイン画面②【GビズID利用の場合】

Gビズアカウントとして登録しているアカウントID・パスワードを入
力した後、SMSで送信されるワンタイムパスワードを入力してくださ
い。

6－2



申請書入力画面が表示されたら、｢１．基本情報 申請者情報｣を
入力してください。

申請書入力（基本情報入力画面）

申請者情報入力画面へ

※｢必須｣と表示されている項目は必ず入力してください。
※「法人番号」｢郵便番号｣｢電話番号｣｢FAX番号｣｢メール
アドレス｣は半角、それ以外の項目は全角で入力してく
ださい。

枠内を入力してください

7－１

申請者が法人の場合は法人番号の
入力が必須です。
法人番号を入力し、「法人情報自
動入力」をクリックすると、名称
等が自動入力されます。

郵便番号を入力し、「住所自動入
力」をクリックすると、該当する
住所が自動で入力されます。

記入した情報を次回も使う場合は
チェックが入っていることを確認
してください。

申請書入力画面へ戻る



※｢必須｣と表示されている項目は必ず入力してください。
※「法人番号」｢郵便番号｣｢電話番号｣｢FAX番号｣｢メール
アドレス｣は半角、それ以外の項目は全角で入力してく
ださい。

申請書入力画面へ戻る

枠内を入力してください

連絡先情報入力画面へ

申請書入力（連絡先情報入力画面）7－２



申請書入力画面の、｢１．基本情報 申請者情報｣の入力後は、
｢２．障害者雇用状況報告／電子申請｣を入力して下さい。
｢電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出｣を記入した
ら、添付書類欄をクリックし、障害者雇用状況報告ファイルを添付後、
｢提出先選択｣へと進んで下さい。

添付書類追加画面へ
（８－２へ）

提出先選択画面へ
（８－３へ）

【署名が必要な場合】
電子署名付与（署名対象指定
画面）へ（８－４へ進む）

【署名が不要な場合】
申請内容確認画面へ
（９へ進む）

申請書入力（つづき）
（申請届出に関する情報入力）

8－１



｢参照｣をクリックして、３の③で検査チェック終了後、
パソコンに保存したファイルを選択して添付してください。

必ず２の画面でダウンロードした
エクセルファイル（※）を添付してください。

※Excelマクロ有効ブック(*.xlsm)形式のものに限ります。

申請書入力（添付書類追加画面）8－2

雇用率算定に係る特例を受けている場合、認定に係る確認書類（親事業主の直近の
有価証券報告書の写し・附属明細書の写し、等）も上記エクセルファイルと併せて
添付してください。

申請書入力画面へ戻る



｢大分類｣から都道府県を、｢中分類｣から提出先の公共職業安定所を選
択します。
選択が完了したら、｢設定｣をクリックして提出先選択画面を閉じ、基
本情報入力画面に戻ります。

ここをクリックして
都道府県を選択

ここをクリックして
公共職業安定所を選択

※小分類は選択しません

申請書入力（提出先選択画面）8－3

申請書入力画面へ戻る



署名対象となる報告書にチェックを入れ、｢設定｣ボタンをクリックし
てください。
※ e-Govアカウント、g-Bizエントリーアカウントを利用してログインする場
合のみ本操作が必要です。

電子署名付与（署名対象指定画面）8－4



使用する電子証明書を選択し、｢OK｣ボタンをクリックしてください。
※ e-Govアカウント、g-Bizエントリーアカウントを利用してログインする場
合のみ本操作が必要です。

電子署名付与（証明書選択画面）8－5



申請内容に不備の無いことを確認し、｢提出｣ボタンで提出して下さい。
申請内容を修正する場合は、｢修正｣ボタンから｢申請書入力画面｣へ
戻って下さい。

「電子申請システムで受け付けることを希
望する旨の届出」が出力されます。

9 申請内容確認画面



｢提出完了画面｣から提出が完了したことを確認して下さい。
※｢申請書控え｣の印刷をお忘れなきようご注意下さい。事業主控えと
なります。

申請書控えを含むPDFファイルが取り出せますので、
申請書控えを印刷する等して必ず保存してください。
添付したエクセルファイル（（*.xlsm）形式のファ
イル）についても、印刷する等して必ず保存してくだ
さい。
（後日公共職業安定所より、内容について確認させて
いただく場合があります。）

10 提出完了画面



以下の、インターネットから入手したファイルを編集可能とするための警告メッセージが
表示された場合、「編集を有効にする」ボタンを押下してください。
メッセージが消えたら、 以降に沿って報告内容の入力をお願いします。

以下の、マクロの実行がブロックされた旨の警告メッセージが表示された場合、
ダウンロードしたファイルのプロパティを変更してください。
※変更方法については、次のページをご確認ください。

1１ 警告メッセージが表示された場合

３



ダウンロードしたファイルを右クリック ⇒ プロパティ
下記の「許可する」ボタンを押下し、「適用」ボタンを押下する。

メッセージが消えたら、 以降に沿って報告内容の入力をお願いします。３


